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都市再生緊急整備地域

地区計画策定地域（９地区）

地区計画変更区域

凡 例

渋谷公園通
商店街振興組合

道玄坂一丁目地区

道玄坂二丁目地区

渋谷三丁目地区

桜丘地区

渋谷駅地区

渋谷駅東口地区

渋谷公園通商店街振興組合

１－１ 神南一丁目北地区について

神南一丁目北地区
令和５年策定

公園通り
宇田川町地区

神南二丁目
宇田川町地区

１ 神南一丁目北地区地区計画について
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街並み再生方針 （東京都）
令和４年6月２２日指定

地区計画 (渋谷区)
令和５年２月２２日（都市計画決定）

東京都広報（街並み再生地区の指定）

１－１ 神南一丁目北地区の経緯について

１ 神南一丁目北地区地区計画について
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１－１ 神南一丁目北地区の経緯について

〇街区再編まちづくり制度と街並み再生方針について（振り返り）
・「街区再編まちづくり制度」とは、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき、まちづくりの
様々な課題を抱える地域において、都市計画に基づく規制緩和等を活用し、地域の方々による話し
合いがまとまったところから段階的に整備を行うことで、個性豊かで魅力ある街並みを実現してい
く制度です。

・この「街区再編まちづくり制度」によってまちづくりを進めることが効果的と認められる地区は、
東京都により「街並み再生地区」に指定され、まちの将来像やまちづくりのルール等、地域の実情
に即したまちづくりのガイドラインとなる「街並み再生方針」が定められます。

・『神南一丁目北地区街並み再生方針』においては、「様々な用途の集積による多様なライフスタイ
ルの実現とにぎわいある沿道や文化の薫る個性的な街並みの発展により 誰もが居心地良く、いつ
でも訪れたくなるまち」を将来像として掲げ、この将来像の実現に向けた整備の目標やそれに基づ
くまちづくりのルール等が定められています。

街並み再生方針（ガイドライン）

まちの将来像

建て替えやすくなる
インセンティブ

地域貢献
建築物等に関
する制限

実現のために

〈まちの将来像〉

１ 神南一丁目北地区地区計画について



6

・令和７年９月５日 第49回東京圏国家戦略特別区域会議資料より抜粋

１－２ 国家戦略特区のエントリー

１ 神南一丁目北地区地区計画について
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１－３ 神南一丁目北地区の検討について

・渋谷公園通り協議会未来ビジョンについて
・地区計画変更について

神南一丁目地区市街地
再開発準備組合

開発概要説明会

【開催概要】

● 開催方法及び開催日

①WEB開催（HPに動画掲載）：令和７年９月2６日～１０月２１日（２６日間）

②会場対応：令和７年９月2６日（金）、９月２８日（日）（TKPガーデンシティ渋谷）

● 周知範囲及び周知方法

・２Hの範囲 ・地区計画区域内

・案内文配布（ポスト投函 6,066件、郵送 2,377件 計8,443件）

●質問受付期間

令和７年９月2６日～１０月６日（１１日間）

●回答公開期間

令和７年１０月１４日～１０月２１日（８日間）

● 視聴数及び意見

《会場参加者数》9/26：82名、9/28：30名 《会場でのご意見》2１件（1３名）

《動画視聴数》406件（10/14時点） 《WEB等でのご意見》３件（３名）

渋谷公園通商店街
振興組合

提案書を区に提出

★令和7年10月９日

・神南一丁目地区市街地再開発準備組合が、近隣向けに開発計画概要説明会を実施

神南一丁目地区市街地
再開発準備組合

提案書を区に提出

★令和7年10月９日 ・上位計画との位置付け
・地区の課題について
・神南一丁目北地区のまちづくりの考え方

１ 神南一丁目北地区地区計画について
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１－４ 街並み再生方針に基づく壁面の位置の制限の指定に関する申出

・再開発事業の計画地の他に、街並み再生方針に基づく地区計画を活用した建替えを検討してい
る敷地で地権者間の合意形成が整った街区より１件の申出書があった。

地区計画区域及び地区整備計画区域

都市再生特別地区区域（計画地）

凡 例

壁面の位置の制限の指定

事業者：東急不動産
計画地：神南一丁目地区
事業者：市街地再開発準備組合

１ 神南一丁目北地区地区計画について
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〇渋谷公園通商店街振興組合の状況
・令和７年３月「渋谷公園通り協議会未来ビジョン」の策定
・地区計画の変更について提案

〇神南一丁目地区の開発
・再開発準備組合の結成
・計画内容の具体化
・国家戦略特区都市再生プロジェクトへの追加

〇街並み再生方針に基づく壁面の位置の制限の指定に関する申出

１－５ まとめ

神南一丁目地区のまちづくりについて検討を進める

◇神南一丁目北地区地区計画の変更

◇神南一丁目地区に関わる都市計画決定

１ 神南一丁目北地区地区計画について



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案

11

２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画

「渋谷公園通り未来ビジョン」では、現状におけるまちの課題を踏まえ、6点にまとめたコンセプト

※を掲げ、そのコンセプトを具体化する５つの戦略を整理しています。

今回神南一丁目地区市街地再開発準備組合から提案のあった開発計画は、緑化を重視している点や新

たな歩行者動線としてのストリートの考え方、プチ公園通りまで広げた環境整備の方針、地域荷捌き

施設の整備など、当渋谷公園通りエリアの目指す将来像実現に資する計画であると考えます。

（１）渋谷公園通りの現状と課題
回遊性、歩行者環境の不足
休憩装置、滞留空間の不足
エリア内で見られる歩道の混乱・乱横断を改善するための安全で快適な歩行者空間の必要性
業務用車両の荷捌き駐車などによる歩行者空間の阻害
まちの特性である文化発信力の相対的低下
歩行者空間の阻害による街とストリートの連携の低下
新世代のコミュニケーションツールの土台不足

※P15に記載



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画

令和７年３月 渋谷公園通り未来ビジョンVer1.2 より抜粋



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画

令和７年３月 渋谷公園通り未来ビジョンVer1.2 より抜粋



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画

令和７年３月 渋谷公園通り未来ビジョンVer1.2 より抜粋



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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（２）渋谷公園通りの目指す姿（コンセプト） （３）渋谷公園通りの目指す姿（戦略）

２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画

（３）渋谷公園通りの目指す姿（戦略）

戦略

１ 渋谷駅前と代々木公園をシームレスに繋ぐ“緑の参道”

個性豊かな店舗が数多く存在し、独特の文化を持った
ストリートを形成している一方で、来街者が憩い・集
うことのできる公共的な空間や滞留施設が少ない。コ
ロナ特例以降も、民間の店舗の滲みだしが期待でき、
活用していきたい。

人と車が行き来するだけの道路ではなく、官民の敷地
を跨ぎ、多様な人が多様な使い方ができる、“公園的
要素（憩い、集い、プレイグラウンド）”を取り入れ
た官民一体となった空間デザインを目指す。

戦略

２
新しいモノ・コトに触れられ、次世代を育む
“パーク＆ストリートカルチャー”

特徴的な坂や路地空間があり、ストリートスポーツの
誘発や個性的なファッション店舗の多いエリアである。
また、ネクストジェネレーションズといった次世代の
若者を支援する動きがある。

大型施設や中小ビルと行政が連携し、公開空地や道路
を開放することで、街全体に芸術文化が溢れてて、日
常的に触れられ、心が豊かになる街を目指す。

背景 目指す姿

背景 目指す姿



裏路地には違法駐車のトラックが散見される。
歩行者の乱横断により、車と歩行者が交錯している。
また、路地や脇道では路上駐車が散見され、歩行環境
を阻害している。

歩行者優先の道路空間の再編を行うとともに、地域荷
捌きの利活用やスマートシティ化へ向けた検討を行い、
新しい荷捌きのかたちへと再編する。

２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案

17

２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画

（３）渋谷公園通りの目指す姿（戦略）

戦略

３
多世代の住まう人・働く人が関わり合い、
一団となって創る安心・安全な街

特徴的な坂や路地があり、ストリートスポーツが誘発
されるエリアではあるが、危険行為となっている側面
もある。休憩施設が少なく、路上たむろといった迷惑
行為も多くみられる。

ティーンネイジャーと大人世代の接点（応援する人と
応援される人の関係も含む）となる、社会システムの
一役を担うストリートを目指す。
⇒パーク&ストリートカルチャーの目指す姿とも連携
する。

戦略

５ 新時代にふさわしい、渋谷公園通りらしい道路空間の形成

背景 目指す姿

背景 目指す姿



２ 渋谷公園通商店街振興組合からの提案
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【歩行者通路と広場の再編】 【公園通り沿いの広場イメージ】 【再開発地区内の通り抜け通路】

【地域荷捌き施設の整備】 【再開発地外の無電柱化など】

当渋谷公園通りエリアの目指す将来像実現に資する計画であると考えます。

神南一丁目地区開発計画での提案（準備組合からの説明資料より）

２－２ 提案書の別紙：「渋谷公園通り未来ビジョン」での将来像実現化を推進する開発計画
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３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案



３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

20

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇提案範囲



３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案
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３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇これまでの経緯

・当地区内の古い建物の増加や周辺開発による人の流れの変化の懸念などから、2017年に地区内
の地権者が集まり、再開発等によるまちづくりの勉強会を開始

・その後、再開発協議会を経て、2019年に市街地再開発準備組合を設立

2017年９月 渋谷公園通商店街振興組合を中心とした勉強会開催

2018年１月 神南一丁目地区再開発協議会設立

2019年５月 神南一丁目地区市街地再開発準備組合設立
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〇都市再生への貢献

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案



１ 渋谷の回遊性を向上させる都市基盤等の整備

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

23

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

・現状の高低差のある街並みや神南地区の持つ多様な機能やスケールを活かしながら、安心安全に
配慮した、立体的な歩行者・賑わい空間の形成や公園通りや神宮通り、プチ公園通り等まちの重要

な軸と呼応する一体的な広場や滞留空間の整備により、地域全体の回遊性向上に寄与するまちづく

りを目指す



１ 渋谷の回遊性を向上させる都市基盤等の整備

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

・地域の特徴的なストリートであるプチ公園通りは、電線地中化等を通じて防災性を向上するととも
に、沿道の個性的な店舗の連続と歩きやすい空間の整備により、更に魅力的な歩行者環境を創出し、
地域全体の回遊性向上に寄与するまちづくりを目指す

24



１ 渋谷の回遊性を向上させる都市基盤等の整備

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

25

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

・歩行者と車の錯綜を抑制し安全性を向上するため、地域荷捌き駐車施設を整備し、神南エリアの
誰もが快適に歩けるまちの実現を目指す



１ 渋谷の回遊性を向上させる都市基盤等の整備

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇立体的なみどりのネットワークのイメージ
・代々木公園や周辺先行開発の立体的な緑、公園
との連続性に配慮して、当地区においても低・
中層部に緑・広場を配置し、立体的なみどりの
ネットワークの形成に寄与

26



２ 多様な人や情報の「発信・活動・交流」を促進する都市機能の導入

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

27

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇グリーン分野をはじめとしたサステナブルな取組の拡大を誘発する産業支援・情報発信施設の整備
・グリーン分野をはじめとした複数の分野横断的な技術開発や人材育成を促進する「産業支援機
能」及び、渋谷を訪れる多様な人々の意識拡大や意識醸成に寄与する「情報発信機能」を整備



１ 渋谷の回遊性を向上させる都市基盤等の整備

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

28

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇渋谷エリアの内外に賑わいや潤いを連続させる”みどり”の整備
・渋谷区では、区全域における魅力的なみどりの創出が目指されており、当地区は渋谷区の進める
緑道再整備事業について、整備・保全・活用への協力を行い、広域でのみどりのネットワークの
充実に寄与する。

【上位計画の位置付け】
〇渋谷区まちづくりマスタープラン（令和元年12月）
＜みどりと水・潤いのあるまちづくりの方針＞

・みどりの保全・更新・創出
多様な緑化手法や、都市開発や民間活力と連携した
質の高い緑地整備等により、住宅地から商業地まで
まちのあらゆるところに魅力的なみどりを創出し、
みどり豊かな都市景観の形成、潤いの創出につなげ
ていきます。

〇渋谷区みどりの基本計画（令和６年４月）
＜みどりと水の空間軸＞

・街路樹や緑道のみどりの保全・育成、水辺空間の
維持を通じて、人や生きものが行き交う回廊の役
割を担います。



２ 多様な人や情報の「発信・活動・交流」を促進する都市機能の導入

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

29

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇国内外の多様な来街者の受け皿となる上質な宿泊施設の整備
・観光客やグリーン分野をはじめとしたワーカー・専門家等の滞在の受け皿となり、当地区を含め
た様々な情報発信施設や潤いある都市環境の体験機会の創出・多様な交流を促進する宿泊施設を
整備



２ 多様な人や情報の「発信・活動・交流」を促進する都市機能の導入

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

30

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇渋谷エリア全体の活力を高める地区外の既存ストック利活用の取組
・都市基盤上の課題の改善に資する大規模再開発を進めつつ、それを契機として渋谷区内の既存建
物を活用し、多様な用途の導入を行う

・それらの施設での情報発信と当地区の再開発で整備する機能との連携などにより、渋谷エリアに
おける来街者の回遊性を高め、渋谷の“多様性”を生かした魅力と活力の更なる向上を目指す



３ 環境負荷低減と防災対応力強化

３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

３－１ 提案書の別紙：神南一丁目地区都市再生特別地区に関する都市計画提案（抜粋版）

〇人々が潤いを感じられる、生態系に配慮したみどりの創出
・建物内外からみどりを感じられる立体的な緑化や、来街者の憩いの場となる緑陰空間を創出
・生物多様性に配慮した緑化により周辺のエコロジカルネットワークの強化に寄与
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３ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合からの提案

３－２ 神南一丁目地区市街地再開発準備組合主催の開発計画概要説明会等における主なご意見

・建物の中を通る動線は、24時間利用可能でしょうか。

・勤労福祉会館前の歩道は、PARCOのように拡幅・整備はするのでしょうか。

・舗装材や段差で空間が分断されているため、道路と建物の一体的な整備と公園通り協議会との連携
をお願いしたい。

・既存ストック利活用とは、周辺建物を建替える際に使われない容積を再開発の建物で活用すること
でしょうか。

・再開発によって急な坂の解消や広場設置が評価されており、公園通り協議会や商店街振興組合も計
画に賛成し、早期の完成を期待しています。

・風環境や車両交通は、今後進んでくる周辺の再開発を考慮した上で影響評価をしていますか。

・地域荷捌きの台数と運営方法を教えてください。

・玉川上水旧水路緑道へ貢献とは、距離が離れていますが資金的援助をするということでしょうか。

・屋上や壁面の緑化による緑豊かな空間の実現を期待しており、さらに花が咲く樹種を選定して、華
やかな雰囲気づくりにも配慮してほしい。

・高層ビルによる電波障害は予測されるため、発生後ではなく事前に対応してほしい。

・神南一丁目地区の住民として工事騒音、日照時間の減少等受け入れられないため、開発計画に反対
し、中止または住民への十分な配慮と高さ70ｍ以下に制限するなど抜本的な見直しを求めます。

・渋谷駅から地下道で、神南をつなぐような開発をしてほしい。

〇令和７年９月26日、28日の説明会及びWEB質問等受付での主なご意見

32
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４ 神南一丁目地区の開発計画の概要



４ 神南一丁目地区の開発計画の概要

４－１ 計画地・事業手法等

・地区の課題解決を図るため、都市再生特別地区及び第一種市街地再開発事業を活用

計画地概要

計画地 神南一丁目地内

地域地区等

・商業地域
・防火地域
・駐車場整備地区
・神南一丁目北地区
地区計画

指定容積率
700%、500%
（加重平均：約594％）

指定建蔽率
80%
（耐火建築物の
建築により100％）

区域面積 約1.0ha

34

※開発計画の詳細については、今後変更となる可能性があります。



区域面積 約1.0ha 敷地面積 約7,145㎡
延べ面積

（容積対象面積）
約108,000㎡
（約87,880㎡）

予定工期
2029年度～
2033年度

計画容積率 約1,230％ 主要用途 事務所、店舗、宿泊施設、産業支援・情報発信施設、駐車場 等

計画建蔽率 約79％
階数／最高高さ
（高さの基準点）

地上24階、地下4階／約145ｍ（基準点①T.P.+27.9m）
【地上26階、地下2階／約155ｍ（基準点②T.P.+17.5m）】

４－２ 計画建物の概要

４ 神南一丁目地区の開発計画の概要

基準点①
基準点②
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※開発計画の詳細については、今後変更となる可能性があります。
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４－３ 神南一丁目地区の開発計画の街区再編の方向性

４ 神南一丁目地区の開発計画の概要

・地区内の道路を一部廃道し、再開発による大街区化及び街区再編を行う。
・特別区道第968・969号路線と同等の動線機能は、歩行者専用通路として地区施設で確保する。
・まちを回遊する上で重要な東西方向をつなぐ動線機能は、貫通通路として地区施設で確保する。
・高低差による歩きにくい環境等の課題解決や神南エリアのポテンシャルを発揮できる拠点形成が
可能となる。

・街区内に道路がないことにより、安全で快適な歩行者ネットワーク形成や地域の活動を支える広
場形成を実現。

※開発計画の詳細については、今後変更となる可能性があります。
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４－４ 地区の主な課題

４ 神南一丁目地区の開発計画の概要

・歩⾏者と⾞両の動線が交錯し、安全な歩⾏者空間が不⾜している。
・計画地周辺では、路上荷捌き⾞両の常態化や魅⼒的な環境創出が目指される通り（プチ公園通
り）の存在等、歩⾏者環境の改善が必要である。

・滞在の場となる、広場空間・みどりが不⾜している。
・地区内で最大約10mの⾼低差がある。
・まちを回遊する上で重要となる東⻄方向をつなぐ動線が不⾜している。

※開発計画の詳細については、今後変更となる可能性があります。



N

★

★

★

★

★

★

★
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４－４ 地区の主な課題

４ 神南一丁目地区の開発計画の概要

・幹線道路沿いを中心に、築年数の経過した建物が多く⽴地している。

・中には、狭小な敷地や間口が狭い敷地などもあり、防災上の課題がある。

築50年以上（７棟／16棟）

築40年以上（３棟／16棟）

築40年未満（６棟／16棟）

1981年（建築基準法の耐震基準

の改正）以前に建築された建物

★

凡 例

■計画地内の現況図

※開発計画の詳細については、今後変更となる可能性があります。



４ 神南一丁目地区の開発計画の概要
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４－５ 都市再生への貢献

※開発計画の詳細については、今後変更となる可能性があります。



・考え方
・神南一丁目北地区地区計画（変更）
・神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

40

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

41

５－１ 考え方

神南一丁目北地区全体に定める都市計画

神南一丁目地区の再開発に関係して定める都市計画

〇神南一丁目北地区地区計画(変更)

〇神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

〇都市再生特別地区（都）
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都

市

計

画

検

討

の

た

め

の

主

な

キ

ー

ワ

ー

ド

渋谷公園通商店街振興組合提案

開発計画（神南一丁目地区）

地区計画（変更）

■地区の目標
■区域の整備・開発及び
保全に関する方針

・土地利用の方針
・地区施設の整備の方針
・建築物等の整備の方針 等
■地区整備計画
・地区施設の配置及び規模
・建築物等に関する事項

市街地再開発事業

■公共施設の配置及び規模
■建築物の整備
■建築敷地の整備

都市再生特別地区 都

・回遊性を楽しむ街
・緑溢れる街
・立地特性を生かした街 等

・渋谷の回遊性を向上させる都市基盤の整備
・多様な人や情報の「発信・活動・交流」を促進する
都市機能の導入

・環境負荷低減と防災対応力強化 等

反
映

神南一丁目地区市街地再開発準備組合提案

・街区再編により安全な歩行者動線・滞留空間等を創出
・高低差を解消し、回遊性強化する歩行者NWの強化
・東西方向の貫通通路、南北方向の歩行者通路の整備
・渋谷駅方面と公園通りをつなぐバリフリ動線の形成
・まちの結節点等に多様なにぎわい広場空間の創出
・プチ公園通り等の電線地中化・表層整備
・地域荷捌き駐車施設の整備
・低・中層部の立体的なみどりのNWの形成
・グリーン分野をはじめとしたサステナブルな取組の
拡大を誘発する産業支援・情報発信施設の整備

・来街者の受け皿となる上質な宿泊施設の整備
・緑道の整備、保全及び活用への協力
・既存ストック利活用の取組 等

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－１ 考え方



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－１ 考え方（地区計画変更のポイント）

・渋谷公園通商店街振興組合、

神南一丁目地区市街地再開発準備組合の提案

→地区の目標、区域の整備・開発及び保全に関する方針、

地区整備計画、計画図

・神南一丁目地区開発計画に伴う地区施設の追加

→地区整備計画、計画図、方針付図

・高低差を解消し、回遊性を強化

する歩行者NWの強化

・東西方向の貫通通路、南北方向の

歩行者通路の整備

・渋谷駅方面と公園通りをつなぐ

バリアフリー動線の形成

・まちの結節点等に多様なにぎわい

広場空間の創出

43



44

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－１ 考え方（地区施設のポイント）

計画地

広場

凡 例

神南一丁目地区における地区施設の考え方

・高低差を解消し、回遊性強化する歩行者NWの強化

・東西方向の貫通通路、南北方向の歩行者通路の整備

・渋谷駅方面と公園通りをつなぐバリフリ動線の形成

・まちの結節点等に多様なにぎわい広場空間の創出

貫通通路・歩行者専用通路

歩道状空地

広場

地区施設

※地区施設配置イメージ

貫通通路

歩行者専用通路

歩道状空地



・考え方
・神南一丁目北地区地区計画（変更）
・神南一丁目地区第一種市街地再開発事業
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

46

〇地区計画とは

★地区計画

地区計画の目標・方針

地区整備計画

まちづくりの全体構想

・地区計画の目標

・土地利用の方針 ・建築物等の整備の方針

・地区施設の配置及び規模 ・容積率の最高/最低限度

・建蔽率の最高限度 ・壁面位置の制限

・建築物等の形態又は意匠の制限 等…

・地区施設の整備の方針

地区の将来像、地区整備の
基本的な考え方

将来の土地利用の方針、考え方

地区に必要な道路、公園等の公共
施設の整備の考え方

建物の建て方等の規制・誘導方策
に関する考え方

まちづくりの全体構想を定める“地区計画の目標・方針”と、具体的なまちづくりのルールを定
める“地区整備計画”の大きく二段構成になっており、地区の実情や目指すまちの方向性に応じて
内容を定めます。

具体的なまちづくりのルール



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

地
区
計
画

地区計画の目標

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

①土地利用の方針

②地区施設の整備の方針

③建築物等の整備の方針

④その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

①地区施設の配置及び規模

②建築物等に関する事項

③土地の利用に関する事項

計
画
書

計
画
図

目
標
・
方
針

地
区
整
備
計
画 計画図１（区域） 計画図２（制限を定める道路）

計画図３（壁面の位置の制限）計画図４（地区施設：神南一丁目地区）

47



48

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

〇地区計画の目標

～～～

本地区は、「渋谷区まちづくりマスタープラン（令和元年１２月）」において、「中心拠点ゾー
ン」として、高度な国際競争力と強烈な地域性を兼ね備え、未来をつくり続けるまちとして位置づけ

られている。また、「創造文化都市」として世界中の人を惹きつける都市機能を誘導するため、「住

む、働く、遊ぶ、学ぶ」といった多様な用途が、「大・中・小」の多様な規模でミックス・集積する
ことをまちづくりの方針としている。また、「渋谷駅周辺まちづくり基本理念（令和２年４月）」に

おいては、今後、渋谷駅周辺地域における開発やまちづくりの機運を活かしつつ、次世代に残したい

渋谷を目指して「ダイバーシティ」、「インクルージョン」、「サスティナビリティ」の視点からま
ちづくりを進めるとともに、歩行者中心のウォーカブルで居心地が良いまちなかを形成することを掲

げている。特に、渋谷駅周辺地域のまちの多様性では、業務、商業・エンタテイメント、コンテンツ

産業、文化・交流機能、居住・生活機能等が複合的に集積し、まちの顔・シンボルとなるスケールか
ら界隈性ある街並みを生むスケールまで、多様なスケールの共存したまちを形成することが未来像と

して示されている。さらに、「神南・宇田川周辺地域まちづくり指針（平成３１年３月）」において

は、「多様なライフスタイルを発信する住商業融合エリア」に位置づけられており、渋谷駅から近い
利便性やにぎわいを備え、日々の楽しさや刺激を求める居住者・就業者・来街者が住み・働き・楽し

める、多様なライフスタイルを送ることができるエリアを形成するものとされている。また、渋谷駅

中心地区のにぎわいから大規模な公園緑地である 代々木公園へと至るエリアの特性を踏まえ、スト
リート沿道や遊歩道・まちなかの公園や広場等がゆるやかに連続する、緑豊かでにぎわいあるネット

ワークを形成することを目標としている。

～～～

★変更のポイント：「上位計画」「各提案」を反映 赤字：変更箇所



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

地
区
計
画

地区計画の目標

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

①土地利用の方針

②地区施設の整備の方針

③建築物等の整備の方針

④その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

①地区施設の配置及び規模

②建築物等に関する事項

③土地の利用に関する事項

計
画
書

計
画
図

目
標
・
方
針

地
区
整
備
計
画 計画図１（区域） 計画図２（制限を定める道路）

計画図３（壁面の位置の制限）計画図４（地区施設：神南一丁目地区）
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

①土地利用の方針

１ 広幅員道路沿道に接する敷地においては、「大・中・小」の多様な規模での建築物の建替えを誘

導し、土地の高度利用及び防災性の向上を図る。
２ 創造文化都市にふさわしい多様な用途の集積を促進するとともに、当地区の個性・魅力を高める

用途を積極的に誘導する。

３ 人々が居心地よく滞留するために、建築物の建替えに併せ、積極的に空地等の確保に努める。
４ プチ公園通り沿道については、魅力ある既存の街並みを活かしたにぎわいの連続した空間形成を

図る。

５ 街区再編や共同化等による大規模建築物については、都市再生特別措置法（平成14年法律第22
号）第36条第１項に規定する都市再生特別地区（以下「都市再生特別地区」という。）等の活用

により、まちの回遊性を高める歩行者ネットワーク等の都市基盤の整備、国内外から人を惹きつけ

る多様な都市機能の導入、環境負荷低減、防災機能の強化等を図り、地区の拠点にふさわしい土地
利用を誘導する。

★変更のポイント：「各提案」を反映

赤字：変更箇所
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

②地区施設の整備の方針

本地区では、都市再生特別地区等の活用により、渋谷駅と代々木公園をはじめとした周辺のまちを

結ぶ歩行者ネットワークを強化し、誰もがめぐり歩いて楽しいウォーカブルなまちを実現するため、
地形の高低差やストリート毎の特性を活かした歩行空間や結節点における広場空間等を整備する。

１ 地域の高低差を解消し、新たな歩行者ネットワークを形成するため、貫通通路を整備する。

２ 既存の地形や路地の特徴を活かした、まちの回遊性を強化する歩行者専用通路を整備する。
３ 交差点や分岐点における、にぎわい・集い・憩い等の性格を持つ広場を整備する。

４ 安全で快適なゆとりある歩行空間の拡充に資する歩道状空地を整備する。

★変更のポイント：「各提案」を反映

赤字：変更箇所
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

③建築物等の整備の方針

１ 健全で魅力ある街並みの形成や連続したにぎわいを誘導するため、建築物等の用途の制限を定める。

２ 道路に対し多様なにぎわいが連続する街並みの形成を図るため、計画図２に示す道路Ａ及び道路
Ｂの沿道において、壁面の位置の制限を定める。

３ 計画図２に示す道路Ａ及び道路Ｂの沿道で壁面の位置の制限が定められた敷地においては、良好

な市街地環境を適切に誘導するため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、
敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限並びに建築

物等の高さの最高限度を定める。

４ 地区の特徴ある都市空間を保全し、向上させるため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制
限を定める。

５ 地区に相応しい拠点の形成にあたっては、都市再生特別地区、市街地再開発事業等の制度を活用

し、まとまった規模の商業・業務機能の形成や、渋谷の特徴を活かした産業支援・情報発信機能等
の強化を図るような建築物の整備を誘導する。

６ 街並み再生方針（神南一丁目北地区、令和４年６月２２日指定）で定める壁面の位置の制限を地

権者等の合意状況を踏まえ順次本地区計画に定めることで、土地の高度利用と都市機能の更新を図
るとともに、地区に必要な歩行環境改善に向けた整備、空地整備、都市機能の導入、緑の創出、環

境負荷低減、帰宅困難者対策等を段階的に実現する。

赤字：変更箇所

★変更のポイント：「各提案」を反映



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

地
区
計
画

地区計画の目標

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

①土地利用の方針

②地区施設の整備の方針

③建築物等の整備の方針

④その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

①地区施設の配置及び規模

②建築物等に関する事項

③土地の利用に関する事項

計
画
書

計
画
図

目
標
・
方
針

地
区
整
備
計
画 計画図１（区域） 計画図２（制限を定める道路）

計画図３（壁面の位置の制限）計画図４（地区施設：神南一丁目地区）
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

名称 幅員 延長 面積 備考

歩行者専用通路１号 ６ｍ 約40ｍ ―
新設（１～中３階、広場１号、歩道状空地２号及び貫
通通路1号に接続、昇降機能を含む）

歩行者専用通路２号 ４ｍ 約35ｍ ―
新設（３階、貫通通路１号及び広場２号に接続、昇降
機能を含む）

歩行者専用通路３号 ２.５ｍ 約70ｍ ― 新設（３階、広場２号と同レベルで接続）

貫通通路１号 ４～10ｍ 約35ｍ ―
新設（１階から３階、歩道状空地１号、歩行者専用通
路１号及び歩行者専用通路２号に接続、区道９６８号
と同レベルで接続、昇降機能を含む）

広場１号 ― ― 約140㎡
新設（１階、歩道状空地１号、歩道状空地２号及び歩
行者専用通路１号に接続、区道１０４５号と同レベル
と接続、形態については参考図１に示すとおり）

広場２号 ― ― 約950㎡

新設（３階、歩行者専用通路２号、歩行者専用通路３
号及び歩道状空地２号に接続、区道９６８号、区道９
７０号及び区道９７２号と接続、形態については参考
図１に示すとおり）
面積は広場内に位置する吹抜けを除く

歩道状空地１号 ２ｍ 約65ｍ ― 新設（貫通通路１号及び広場１号に接続）

歩道状空地２号 ２ｍ 約75ｍ ―
新設（歩行者専用通路１号、広場１号及び広場２号に
接続）

赤字：変更箇所①地区施設の配置及び規模
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

〇計画図４－１（神南一丁目 １階レベル）

歩道状空地１号

歩道状空地２号 広場１号歩行者専用通路１号

貫通通路１号

歩行者専用通路

貫通通路

広場

歩道状空地

地区計画区域及び
地区整備計画区域

地区
施設

凡

例



56

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

〇計画図４－２（神南一丁目 ２階～中３階レベル）

歩道状空地２号

歩行者専用通路１号

貫通通路１号

歩行者専用通路

貫通通路

広場

歩道状空地

地区計画区域及び
地区整備計画区域

地区
施設

凡

例
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

歩行者専用通路

貫通通路

広場

歩道状空地

地区計画区域及び
地区整備計画区域

地区
施設

凡

例

歩道状空地２号

広場２号

歩行者専用通路３号

貫通通路１号歩行者専用通路２号

〇計画図４－３（神南一丁目 中３階～３階レベル）



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

〇参考図１
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

地
区
計
画

地区計画の目標

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

①土地利用の方針

②地区施設の整備の方針

③建築物等の整備の方針

④その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

①地区施設の配置及び規模

②建築物等に関する事項

③土地の利用に関する事項

計
画
書

計
画
図

目
標
・
方
針

地
区
整
備
計
画 計画図１（区域） 計画図２（制限を定める道路）

計画図３（壁面の位置の制限）計画図４（地区施設：神南一丁目地区）
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

②建築物等に関する事項
・建築物の容積率の最高限度

３ 壁面の位置の制限が定められた１，０００㎡未満の敷地で、～～～～

～～～
（４） 環境負荷の低減に資する次の取組を実施（１，０００㎡未満の敷地に限る。） １０分の２

新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針（令和７年３月３１日改定）の第８章５

（２）の（２） －１から（２）－４までに掲げる「誘導水準」の全てに適合するもの。
～～～

★変更のポイント：「街並み再生方針」を反映

赤字：変更箇所



５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

地
区
計
画

地区計画の目標

区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

①土地利用の方針

②地区施設の整備の方針

③建築物等の整備の方針

④その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

①地区施設の配置及び規模

②建築物等に関する事項

③土地の利用に関する事項

計
画
書

計
画
図

目
標
・
方
針

地
区
整
備
計
画 計画図１（区域） 計画図２（制限を定める道路）

計画図３（壁面の位置の制限）計画図４（地区施設：神南一丁目地区）
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

〇計画図３ 赤字：変更箇所



63

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－２ 神南一丁目北地区地区計画（変更）

〇方針付図１ 赤字：変更箇所



・考え方
・神南一丁目北地区地区計画（変更）
・神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

64

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－３ 神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

〇市街地再開発事業とは

Aさんの

土地・建物

Bさんの

土地・建物

Cさんの

土地・建物

市街地

再開発事業

A・B・C・Xさんの

共有の土地

A・B・Cさんの

建替え後の床

（権利床）

Xさんの

購入した床

（保留床）

公共用地

公共施設

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽建物が密集している地区等において

・細分化された敷地の統合

・不燃化された共同建築物の建築

・公共施設の整備等

を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用とともに居住環境の

整備や都市機能の更新を図る事業
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－３ 神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

〇計画書
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－３ 神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

〇計画図１
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５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－３ 神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

〇計画図２



69

５ 神南一丁目北地区都市計画（素案）の概要

５－３ 神南一丁目地区第一種市街地再開発事業

〇計画図３



６ 今後のスケジュール
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６－１ 国家戦略特区を活用した手続き

国家戦略特区を活用した手続き

国家戦略特区の「都市計画法の特例」を活用した手続きを進める。

①区域会議

関係機関が一同に参加し、
都市計画決定について

協議する。

②諮問会議

必要に応じて、
内閣総理大臣が大臣級に

意見を求める。

③総理大臣の認定

都市計画決定等

〇国際競争力強化を図るためのプロジェクトに関連する都市計画については、
通常の都市計画決定の手続きとは異なる「都市計画法の特例」を活用する。

〇具体的には、内閣府に設置された「区域会議」において協議され、最終的には、総理大臣の認定を
もって都市計画決定がされたものとみなされる。

「都市計画法の特例」とは？

・地区計画
・市街地再開発事業

都 ・都市再生特別地区

区

71

都市計画決定の流れ

６ 今後のスケジュール



６ 今後のスケジュール

６－２ 都市計画手続き
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□ご意見の提出先

ご意見ございましたら、ご意見カード等にご氏名・ご住所をご記入いただき、郵送
（消印有効）、持参、 FAX、メールにて、以下の連絡先までお送りください。

〒１５０－８０１０
         東京都渋谷区宇田川町１番１号

渋谷区役所 まちづくり推進部 渋谷駅周辺まちづくり課（１２階）
FAX：０３－５４５８－４９１８

         Mail：sec-toshisaisei@shibuya.tokyo

６ 今後のスケジュール

６－３ ご意見について

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議

73

□ご意見募集期間

令和７年１２月４日（木）から令和７年１２月１８日（木）まで

※いただいたご意見と回答は、後日、渋谷区ホームページに掲載する予定です。
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